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資料1 

資料 1 関係条例等 

○南山城村災害対策本部条例 

昭和 38 年 8 月 8 日 

条例第 14 号 

(目的) 

第１条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 23 条第 6 項の規定に基づき、

南山城村災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

(組織) 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮、監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職

務を代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

(部) 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部長がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

(雑則) 

第４条 この条例に定めるものの外、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定め

る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 



資料2 

○南山城村防災会議条例 

昭和 38 年 8 月 8 日 

条例第 13 号 

改正 平成 12 年 3 月 7 日条例第 9 号 

平成 12 年 12 月 18 日条例第 24 号 

平成 24 年 3 月 6 日条例第 9 号 

(目的) 

第１条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 16 条第 6 項の規定に基づき南

山城村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。 

(所掌事務) 

第２条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 南山城村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(2) 村の地域に係る災害が発生した場合に於て、当該災害に関する情報を収集すること。 

(3) 前 2 号に掲げるものの外、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

(会長及び委員) 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。 

２ 会長は、村長をもつて充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指命する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次の各号に掲げるものをもつて充てる。 

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから村長が任命するもの 

(2) 京都府の知事の部内の職員のうちから村長が任命するもの 

(3) 京都府警察の警察官のうちから村長が任命するもの 

(4) 村長がその部内の職員のうちから指名するもの 

(5) 相楽東部広域連合教育長 

(6) 消防長及び消防団長 

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから村長が任命するもの 

(8) その他南山城村の防災に関し、村長が特に必要と認める機関等のうちから、村長が任命す

るもの 

６ 前項の委員の定数は、20人以内とする。 

７ 第 5 項第 7 号の委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残

任期間とする。 

８ 前項の委員は、再任されることができる。 

(専門委員) 

第４条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、京都府の職員、村の職員、関係指定公共機関の職員、

関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のあるもののうちから村長が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

(議事等) 

第５条 前各条に定めるものの外、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、

会長が防災会議にはかつて定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 12 年条例第 9 号) 

この条例は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。 
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附 則(平成 12 年条例第 24 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 24 年条例第 9 号) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 
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○災害弔慰金の支給等に関する条例 

昭和 49 年 3 月 29 日 

条例第 9 号 

改正 昭和 50 年 4 月 1 日条例第 8 号 

昭和 56 年 9 月 22 日条例第 6 号 

昭和 57 年 9 月 30 日条例第 16 号 

平成 7 年 3 月 9 日条例第 2 号 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和 48 年法律第 82号。以下「法」とい

う。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和 48年政令第 374号。以下「令」という。)

の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した村民の遺族に対する災害弔慰金の支

給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた村民に災害障害見舞金の支給を

行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、

もつて村民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。 

(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところ

による。 

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生

ずることをいう。 

(2) 村民 災害により被害を受けた当時、この村の区域内に住所を有した者をいう。 

第２章 災害弔慰金の支給 

(災害弔慰金の支給) 

第３条 村は、村民が令第 1 条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)

により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。 

(災害弔慰金を支給する遺族) 

第４条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第 3条第 2 項の遺族の範囲とし、その順位は、

次に掲げるとおりとする。 

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、そ

の他の遺族を後にする。 

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。 

ア 配偶者 

イ 子 

ウ 父母 

エ 孫 

オ 祖父母 

２ 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし同順位の

祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実

父母を後にする。 

３ 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前 2 項の規定により難いときは、前 2 項の規

定にかかわらず、第 1 項の遺族のうち村長が適当と認める者に支給することができる。 

４ 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、

その 1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。 

(災害弔慰金の額) 

第５条 災害により死亡した者 1人当りの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてそ
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の死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場

合にあつては 500 万円とし、その他の場合にあつては 250万円とする。ただし、死亡者がその

死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これら

の額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。 

(死亡の推定) 

第６条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第 4 条の規定

によるものとする。 

(支給の制限) 

第７条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。 

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合 

(2) 令第 2条に規定する場合 

(3) 災害に際し、村長の避難の指示に従わなかつたことその他の特別の事情があるため、村長

が支給を不適当と認めた場合 

(支給の手続) 

第８条 村長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところ

により支給を行うものとする。 

２ 村長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることがで

きる。 

第３章 災害障害見舞金の支給 

(災害障害見舞金の支給) 

第９条 村は、村民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したと

きを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」という。)

に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。 

(災害障害見舞金の額) 

第 10 条 障害者 1 人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し又は疾病に

かかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては 250 万円

とし、その他の場合にあつては 125 万円とする。 

(準用規定) 

第 11 条 第 7 条及び第 8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。 

第４章 災害援護資金の貸付け 

(災害援護資金の貸付け) 

第 12 条 村は令第 3条に掲げる災害により法第 10 条第 1項各号に掲げる被害を受けた世帯の村

民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うもの

とする。 

２ 前項に掲げる世帯は、その所得について法第 10 条第 1項に規定する要件に該当するものでな

ければならない。 

(災害援護資金の限度額等) 

第 13 条 災害援護資金の 1 災害における 1 世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被

害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 療養に要する期間がおおむね 1 月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)

があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね 3 分の 1以上である損害(以下「家

財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円 

イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円 

ウ 住居が半壊した場合 270万円 
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エ 住居が全壊した場合 350万円 

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財の損害があり、かつ、住居の被害がない場合 150万円 

イ 住居が半壊した場合 170万円 

ウ 住居が全壊した場合(エの場合をのぞく。) 250万円 

エ 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 350万円 

(3) 第 1 号のウ又は前号のイ若しくはウにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居の

残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270万円」とあるのは

「350 万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250 万円」とあるのは「350万円」

と読み替えるものとする。 

２ 災害援護資金の償還期間は、10 年とし、据置期間はそのうち 3 年(政令第 7 条第 2 項かつこ

書きの場合は、5年)とする。 

(利率) 

第 14 条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、その利率を延滞の場合

を除き年 3パーセントとする。 

(償還等) 

第 15 条 災害援護資金は、年賦償還(又は半年賦償還)とする。 

２ 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも

繰上償還をすることができる。 

３ 償還免除、保証人、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第 13 条第 1 項、

令第 8条から第 12 条までの規定によるものとする。 

第５章 補則 

(規則への委任) 

第 16 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、昭和 49 年 4 月 1 日から適用する。 

附 則(昭和 50 年条例第 8 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和 56 年条例第 6 号) 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第 5 条の規定は、昭和 55 年 12 月 14 日以後

に生じた災害により死亡した住民の遺族の災害弔慰金の支給について、改正後の第 10 条

第 1 項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付け

について適用する。 

附 則(昭和 57 年条例第 16 号) 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第 9 条、第 10 条及び第 11 条の規定は、昭和

57 年 7 月 10 日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかつた住民に対する災害障害見

舞金の支給について適用する。 

附 則(平成 7 年条例第 2 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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資料 2 土石流危険渓流 

 

No 大字 ランク 危険個所番号 河川 水系 河川名 渓流名 

1 北大河原 1 て 002 一級 淀川 木津川 南大橋川 

2 北大河原 1 て 003 一級 淀川 木津川 大橋川 

3 北大河原 1 て 004 一級 淀川 木津川 女官谷川 

4 南大河原 1 て 005 一級 淀川 木津川 湯矢畷谷 

5 南大河原 1 て 006 一級 淀川 木津川 湯矢畷西谷 

6 南大河原 1 て 007 一級 淀川 木津川 恋志谷川 

7 童仙房 1 て 010 一級 淀川 和束川 三郷田川 

8 北大河原 1 て 011 一級 淀川 山城谷川 山城谷川 

9 北大河原 1 て 012 一級 淀川 山城谷川 西山城谷川 

10 北大河原 1 て 013 一級 淀川 山城谷川 中山城谷川 

11 北大河原 1 て 014 一級 淀川 山城谷川 山城小谷 

12 北大河原 1 て 017 一級 淀川 渋久川 問の谷川 

13 北大河原 1 て 019 一級 淀川 渋久川 西谷川 

14 北大河原 1 て 501 一級 淀川 木津川 中谷川 

15 北大河原 1 て 502 一級 淀川 木津川 上押原東谷川 

16 北大河原 1 て 503 一級 淀川 木津川 浅子川 

17 高尾 1 て 536 一級 淀川 名張川 上ノ切川 

18 高尾 1 新て 1003 一級 淀川 名張川 松ノ下川 

19 田山 1 新て 1004 一級 淀川 名張川 二ノ宮川支渓 

20 北大河原 1 て 016 一級 淀川 渋久川 山口 

21 北大河原 1 て 018 一級 淀川 渋久川 向谷川 

22 北大河原 1 て 510 一級 淀川 木津川 東小休場川 

23 童仙房 2 て 009 一級 淀川 和束川 七番南谷 

24 北大河原 2 て 020 一級 淀川 渋久川 南谷川 

25 北大河原 2 て 505 一級 淀川 木津川 上水無川 

26 北大河原 2 て 507 一級 淀川 木津川 下水無川 

27 北大河原 2 て 508 一級 淀川 木津川 谷川 

28 北大河原 2 て 509 一級 淀川 木津川 小休場川 

29 北大河原 2 て 512 一級 淀川 木津川 西海道川 

30 童仙房 2 て 513 一級 淀川 和束川 牛場川 

31 童仙房 2 て 514 一級 淀川 和束川 二ツ谷 

32 童仙房 2 て 515 一級 淀川 和束川 九条小谷 

33 野殿 2 て 516 一級 淀川 和束川 野殿南谷 

34 野殿 2 て 520 一級 淀川 和束川 野殿東谷 

35 童仙房 2 て 525 一級 淀川 和束川 折尾北谷 

36 高尾 2 て 526 一級 淀川 布目川 法ヶ平尾小谷 

37 高尾 2 て 527 一級 淀川 布目川 法ヶ平尾谷 

38 童仙房 2 て 528 一級 淀川 横川 三ヶ岳谷 

39 童仙房 2 て 529 一級 淀川 横川 二番谷 

40 童仙房 2 て 530 一級 淀川 山城谷川 新池川五二 
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No 大字 ランク 危険個所番号 河川 水系 河川名 渓流名 

41 北大河原 2 て 533 一級 淀川 渋久川 東谷川 

42 北大河原 2 て 534 一級 淀川 渋久川 西谷川 

43 北大河原 2 て 535 一級 淀川 渋久川 小南谷 

44 田山 2 新て 1002 一級 淀川 名張川 ヒヤデ谷 

45 童仙房 2 新て 2001 一級 淀川 和束川 牛場谷 

46 童仙房 2 新て 2003 一級 淀川 和束川 永谷 

47 野殿 2 新て 2004 一級 淀川 和束川 日川谷川 

48 野殿 2 新て 2005 一級 淀川 和束川 広畑谷 

49 童仙房 2 新て 2006 一級 淀川 和束川 小玉谷 

50 童仙房 2 新て 2007 一級 淀川 和束川 長谷 

51 童仙房 2 新て 2008 一級 淀川 和束川 東長谷 

52 田山 2 新て 2010 一級 淀川 名張川 柳ケ谷 

53 北大河原 2 て 001 一級 淀川 渋久川 浅子川支渓 

54 高尾 2 て 537 一級 淀川 名張川 八束尻川 

55 高尾 2 て 540 一級 淀川 名張川 三升川 
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資料 3 砂防指定地 

南山城村における砂防指定地 

 

大字 小字 

田山 字全部 

高尾 向口山、木戸、金非谷、大浦、奥山 10 

北大河原 字全部 

南大河原 
阿僧、広手、上田、奥山、カマケ、廣谷、長谷、新林、西谷、南山、胡桃谷、中谷、

津越、上林 

童仙房 参会石、三郷田、牛場、北牛場、手洗 145、154 

野殿 間谷、日川谷、北谷 2、自 24至 30、34、40、41、高出コ 6、野口 12 
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資料 4 急傾斜地崩壊危険箇所 

 

No 大字 小字 ランク 危険個所番号 箇所名 

1 高尾 堂の下 1 て 1001 峰出 

2 高尾 下海戸 1 て 1002 下海戸 

3 田山 番屋辻 1 て 1003 番屋辻 

4 田山 ツルギ 1 て 1004 ツルギ 

5 北大河原 渋久 1 て 1005 本郷 I 

6 童仙房 蛭池 1 て 1006 蛭池 

7 童仙房 三郷田 1 て 1007 三郷田 

8 南大河原 西海道 1 て 1008 西海道 

9 南大河原 湯矢畷 1 て 1009 湯矢畷 

10 北大河原 本郷 1 て 1010 本郷 II 

11 北大河原 北垣内 1 て 1011 本郷 III 

12 高尾 三升 2 て 2001 三升 I 

13 高尾 三升 2 て 2002 三升 II 

14 高尾 坂ノ脇 2 て 2003 坂ノ脇 

15 高尾 下広見 2 て 2004 下広見 

16 高尾 ヲサキ 2 て 2005 ヲサキ 

17 高尾 母出 2 て 2006 母出 

18 田山 シヲデ 2 て 2007 シヲデ 

19 田山 北谷 2 て 2008 北谷 

20 田山 ヨシノ下 2 て 2009 ヨシノ下 I 

21 田山 打越 2 て 2010 打越 

22 田山 ヨシノ下 2 て 2011 ヨシノ下 II 

23 田山 川端 2 て 2012 川端 

24 田山 滝ヶ本 2 て 2013 滝ヶ本 

25 田山 六十刈 2 て 2014 六十刈 

26 田山 柳ケ谷 2 て 2015 柳ケ谷 I 

27 田山 柳ケ谷 2 て 2016 柳ケ谷 II 

28 高尾 上の切 2 て 2017 上の切 I 

29 高尾 上の切 2 て 2018 上の切 II 

30 野殿 西ノ川 2 て 2019 西ノ川 

31 野殿 樋ノ口 2 て 2020 樋ノ口 

32 野殿 野口 2 て 2021 野口 

33 北大河原 渋久 2 て 2022 本郷 IV 

34 北大河原 山口 2 て 2023 山口 

35 北大河原 上押原 2 て 2024 上押原 

36 北大河原 押原 2 て 2025 押原 

37 北大河原 浅子 2 て 2026 浅子 

38 北大河原 殿田平尾 2 て 2027 殿田平尾 II 

39 北大河原 広手 2 て 2028 広手 I 

40 北大河原 広手 2 て 2029 広手 II 
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No 大字 小字 ランク 危険個所番号 箇所名 

41 童仙房 道宣 2 て 2030 道宣 

42 童仙房 小玉 2 て 2031 小玉 I 

43 童仙房 葭屋 2 て 2032 葭屋 

44 童仙房 長谷 2 て 2033 長谷 

45 童仙房 小玉 2 て 2034 小玉 II 

46 高尾 三升 2 て 2035 三升 III 

47 田山 束出 2 て 2036 束出 

48 高尾 松の下 2 て 2037 松の下 

49 高尾 三升 2 て 2038 三升 IV 

50 高尾 下田代 2 て 2039 下田代 

51 高尾 トチ谷 2 て 2040 トチ谷 

52 野殿 日川谷 2 て 2041 日川谷 

53 北大河原 辻押原 2 て 2042 辻押原 

54 北大河原 砂田 2 て 2043 砂田 I 

55 北大河原 砂田 2 て 2044 砂田 II 

56 童仙房 三郷田 2 て 2045 三郷田 II 

57 童仙房 東長谷 2 て 2046 東長谷 I 

58 南大河原 和田ノ畑 2 て 2047 南大河原 

59 野殿 西ノ川 3 て 3001 西ノ川 II 
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資料 5 本村の危険箇所「山腹崩壊危険地区」、「崩壊土砂流出危険地区」 

山腹崩壊危険地区 

 

No 
危険地区

番号 
位置 

危険度 

面積(ha) 山腹崩壊

危険度 

被災 

危険度 

危険地区

の危険度 

1 367-1 童仙房東長谷 a1 c2 B 6 

2 367-2 童仙房八番 c1 c2 C 5 

3 367-3 童仙房牛馬 c1 c2 C 2 

4 367-4 童仙房牛馬 b1 c2 C 6 

5 367-5 童仙房５番 c1 c2 C 2 

6 367-6 野殿カユイ b1 c2 C 9 

7 367-7 野殿折尾 b1 c2 C 3 

8 367-8 野殿日川谷 b1 b2 b 4 

9 367-9 北大河原山城谷南谷 a1 c2 B 11 

10 367-10 北大河原山城谷南谷 b1 c2 C 19 

11 367-11 北大河原野殿坂 a1 c2 B 43 

12 367-12 北大河原欠ヶ谷 b1 b2 B 4 

13 367-13 北大河原欠ヶ原 a1 a2 A 19 

14 367-14 北大河原欠ヶ原 b1 a2 A 12 

15 367-15 北大河原高砂子 b1 a2 A 16 

16 367-16 南大河原宇山 a1 c2 B 5 

17 367-17 北大河原大水無 c1 b2 C 10 

18 367-18 北大河原添谷 b1 c2 C 13 

19 367-19 北大河原荷掛 c1 c2 C 1 

20 367-20 北大河原水無 c1 a2 B 1 

21 367-21 北大河原中谷 c1 c2 C 1 

22 367-22 田山ツルキ c1 c2 C 2 

23 367-23 田山中谷 c1 c2 C 4 

24 367-24 田山重岩 c1 c2 C 3 

25 367-25 高尾出合 c1 c2 C 6 

26 367-26 高尾奥山 c1 c2 C 4 

27 367-27 高尾三升 c1 c2 C 1 

28 367-28 高尾坂脇 c1 c2 C 1 

29 367-29 高尾法ヶ平尾 c1 c2 C 1 

30 367-30 高尾八束尻 b1 c2 C 6 

31 367-31 北大河原川浦 a1 b2 A 11 

32 367-32 南大河原奥山 b1 c2 C 8 

33 367-33 南大河原奥山 a1 c2 B 11 

34 367-34 南大河原阿曽 b1 c2 C 11 

35 367-35 南大河原土山 a1 c2 B 14 

36 367-36 南大河原胡桃谷 a1 c2 B 7 

37 367-37 南大河原上林 a1 c2 B 16 

38 367-38 南大河原中谷坂 a1 c2 B 8 

39 367-39 南大河原中谷 a1 c2 B 13 

40 367-40 南大河原豆尾津越 b1 c2 C 24 

41 367-41 高尾叶 b1 c2 C 15 

42 367-42 高尾三升 b1 a2 A 15 
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No 
危険地区

番号 
位置 

危険度 

面積(ha) 山腹崩壊

危険度 

被災 

危険度 

危険地区

の危険度 

43 367-43 高尾法ヶ平尾 c1 b2 C 4 

44 367-44 高尾下田代ソグサ b1 c2 C 6 

45 367-45 高尾木戸 b1 c2 C 8 

46 367-46 高尾峯出林 a1 c2 B 10 

47 367-47 高尾イノン谷 a1 b2 A 20 

48 367-48 田山重り岩向山 b1 b2 b 16 

49 367-49 田山三ツ石 a1 c2 b 15 

50 367-50 南大河原溝滝 b1 c2 C 6 

51 367-51 田山割尾坂ツルギその１ b1 c2 C 4 

52 367-52 田山ツルギその b1 c2 C 6 

53 367-53 童仙房北牛馬 a1 c2 B 9 

 

崩壊土砂流出危険地区 

 

No 
危険地区

番号 
位置 

危険度 

面積(ha) 危険度 

崩壊土砂 

被災 

危険度 

危険地区

の危険度 

1 367-1 童仙房牛馬 c1 c2 C 1.50 

2 367-2 野殿間谷 c1 a2 B 1.13 

3 367-3 北大河原山城谷北向 a1 a2 A 3.78 

4 367-4 北大河原山城谷南向 b1 a2 A 3.78 

5 367-5 北大河原岩坂尻 a1 a2 A 1.50 

6 367-6 北大河原小休場 a1 a2 A 0.72 

7 367-7 北大河原欠ヶ谷 a1 a2 A 0.42 

8 367-8 北大河原欠ヶ原 b1 a2 A 0.18 

9 367-9 北大河原西谷 a1 c2 B 0.36 

10 367-10 北大河原西谷 a1 c2 B 0.66 

11 367-11 北大河原大水無 a1 a2 A 1.35 

12 367-12 南大河原蒲毛 b1 c2 C 0.30 

13 367-13 北大河原高砂子 b1 a2 A 1.26 

14 367-14 北大河原西谷 a1 c2 B 0.96 

15 367-15 南大河原西谷 b1 c2 C 0.27 

16 367-16 北大河原山城谷南向 c1 c2 C 0.45 

17 367-17 北大河原山城谷南向 a1 a2 A 3.00 

18 367-18 北大河原山城谷北向 a1 a2 A 2.55 

19 367-19 北大河原山城谷南向 a1 a2 A 2.55 

20 367-20 北大河原岩坂 a1 a2 A 2.25 

21 367-21 童仙房牛馬 c1 a2 B 0.18 
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資料 6 土砂災害警戒区域等 

 

地区 
地区別 

No 
自然現象の種類 区域の名称 指定区域の種類 

北大河原今山地区 

1 急傾斜 広手Ⅰ（て 2020） 警戒区域／特別警戒区域 

2 急傾斜 殿田平尾Ⅰ（て 2027） 警戒区域／特別警戒区域 

3 急傾斜 殿田平尾Ⅱ（て 2027-1） 警戒区域／特別警戒区域 

4 急傾斜 広手Ⅱ（て 2029） 警戒区域／特別警戒区域 

5 土石流 中谷川１（て 501） 警戒区域／特別警戒区域 

北大河原押原地区 

1 急傾斜 上押原（て 2024） 警戒区域／特別警戒区域 

2 急傾斜 押原（て 2025） 警戒区域／特別警戒区域 

3 急傾斜 浅子（て 2026） 警戒区域／特別警戒区域 

4 急傾斜 辻押原（て 2042） 警戒区域／特別警戒区域 

5 急傾斜 砂田Ⅰ（て 2043） 警戒区域／特別警戒区域 

6 急傾斜 砂田Ⅱ（て 2044） 警戒区域／特別警戒区域 

7 急傾斜 砂田Ⅲ（て 2043-2） 警戒区域／特別警戒区域 

8 土石流 浅子川支渓（て 001） 警戒区域 

9 土石流 上水無川（て 505） 警戒区域／特別警戒区域 

10 土石流 中谷川２（て 507） 警戒区域／特別警戒区域 

11 土石流 上押原東谷川１（て 502-1） 警戒区域／特別警戒区域 

12 土石流 上押原東谷川２（て 502-2） 警戒区域 

13 土石流 浅子川１（て 503-1） 警戒区域／特別警戒区域 

14 土石流 浅子川２（て 503-2） 警戒区域／特別警戒区域 

北大河原本郷地区 

1 急傾斜 本郷Ⅰ（て 1005） 警戒区域／特別警戒区域 

2 急傾斜 本郷Ⅱ（て 1010） 警戒区域／特別警戒区域 

3 急傾斜 本郷Ⅲ（て 1011） 警戒区域／特別警戒区域 

4 急傾斜 本郷Ⅳ（て 2022） 警戒区域／特別警戒区域 

5 急傾斜 山口（て 2023） 警戒区域／特別警戒区域 

6 土石流 南大橋川（て 002） 警戒区域／特別警戒区域 

7 土石流 大橋川（て 003） 警戒区域 

8 土石流 女官谷川（て 004） 警戒区域／特別警戒区域 

9 土石流 山城谷川（て 011） 警戒区域／特別警戒区域 

10 土石流 西山城谷川（て 012） 警戒区域／特別警戒区域 

11 土石流 中山城谷川（て 013） 警戒区域 

12 土石流 山城小谷（て 014） 警戒区域 

13 土石流 山口１（て 016R） 警戒区域／特別警戒区域 

14 土石流 山口２（て 017） 警戒区域／特別警戒区域 

15 土石流 向谷川（て 018） 警戒区域／特別警戒区域 

16 土石流 渋久川（て 019） 警戒区域／特別警戒区域 

17 土石流 南谷川（て 020） 警戒区域／特別警戒区域 

18 土石流 岳谷川１（て 508-1） 警戒区域／特別警戒区域 

19 土石流 岳谷川２（て 508-2） 警戒区域／特別警戒区域 

20 土石流 小休場川（て 509） 警戒区域／特別警戒区域 

21 土石流 東小休場川（て 510） 警戒区域／特別警戒区域 

22 土石流 小南谷（て 535） 警戒区域 

高尾地区 

1 急傾斜 下の峰Ａ（て 1001） 警戒区域／特別警戒区域 

2 急傾斜 下の峰Ｂ（て 1001-1） 警戒区域／特別警戒区域 

3 急傾斜 下海戸Ａ（て 1002） 警戒区域／特別警戒区域 

4 急傾斜 下海戸Ｂ（て 1002-1） 警戒区域／特別警戒区域 
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地区 
地区別 

No 
自然現象の種類 区域の名称 指定区域の種類 

高尾地区 

5 急傾斜 浦井戸（て 1002-2） 警戒区域／特別警戒区域 

6 急傾斜 三升Ａ（て 2001） 警戒区域／特別警戒区域 

7 急傾斜 三升Ｂ（て 2002） 警戒区域／特別警戒区域 

8 急傾斜 坂ノ脇Ａ（て 2003） 警戒区域／特別警戒区域 

9 急傾斜 坂ノ脇Ｂ（て 2003-3） 警戒区域／特別警戒区域 

10 急傾斜 下広見Ａ（て 2004） 警戒区域／特別警戒区域 

11 急傾斜 下広見Ｂ（て 2004-1） 警戒区域／特別警戒区域 

12 急傾斜 下広見Ｃ（て 2004-4） 警戒区域／特別警戒区域 

13 急傾斜 ヲサキＡ（て 2005-2） 警戒区域／特別警戒区域 

14 急傾斜 ヲサキＢ（て 2005-3） 警戒区域／特別警戒区域 

15 急傾斜 母出Ａ（て 2006） 警戒区域／特別警戒区域 

16 急傾斜 母出Ｂ（て 2006-3） 警戒区域／特別警戒区域 

17 急傾斜 上の切Ⅰ（て 2017） 警戒区域／特別警戒区域 

18 急傾斜 上の切Ⅱ（て 2018） 警戒区域／特別警戒区域 

19 急傾斜 八束尻（て 2018-1） 警戒区域／特別警戒区域 

20 急傾斜 三升Ｃ（て 2035） 警戒区域／特別警戒区域 

21 急傾斜 松の下Ａ（て 2037-1） 警戒区域／特別警戒区域 

22 急傾斜 松の下Ｂ（て 2037-2） 警戒区域／特別警戒区域 

23 急傾斜 三升Ⅳ（て 2038） 警戒区域／特別警戒区域 

24 急傾斜 三升Ｄ（て 2038-1） 警戒区域／特別警戒区域 

25 急傾斜 トチ谷（て 2040） 警戒区域／特別警戒区域 

26 急傾斜 カベノコ（て 3009） 警戒区域／特別警戒区域 

27 急傾斜 猿ヶ久保（て 3010） 警戒区域／特別警戒区域 

28 土石流 法ヶ平尾小谷（て 526） 警戒区域 

29 土石流 法ヶ平尾谷（て 527） 警戒区域 

30 土石流 八束尻谷（て 527-2） 警戒区域／特別警戒区域 

31 土石流 上ノ切川（て 536） 警戒区域 

32 土石流 八束尻川（て 537） 警戒区域 

33 土石流 三升谷（て 537-1） 警戒区域／特別警戒区域 

34 土石流 三升川（て 540） 警戒区域 

35 土石流 松の下谷（新て 1003） 警戒区域 

36 土石流 松ノ下川（新て 1003-2） 警戒区域 

田山地区 

1 急傾斜 番屋辻（て 1003） 警戒区域／特別警戒区域 

2 急傾斜 ツルギ（て 1004） 警戒区域／特別警戒区域 

3 急傾斜 シヲデ（て 2007） 警戒区域／特別警戒区域 

4 急傾斜 北谷（て 2008） 警戒区域／特別警戒区域 

5 急傾斜 ヨシノ下Ａ（て 2009） 警戒区域／特別警戒区域 

6 急傾斜 ヨシノ下Ｂ（て 2011） 警戒区域／特別警戒区域 

7 急傾斜 川端Ｂ（て 2012-1） 警戒区域／特別警戒区域 

8 急傾斜 川端Ａ（て 2012-2） 警戒区域／特別警戒区域 

9 急傾斜 滝ヶ本（て 2013） 警戒区域／特別警戒区域 

10 急傾斜 六十刈Ａ（て 2014-1） 警戒区域／特別警戒区域 

11 急傾斜 六十刈Ｂ（て 2014-2） 警戒区域／特別警戒区域 

12 急傾斜 柳ヶ谷Ａ（て 2015） 警戒区域／特別警戒区域 

13 急傾斜 柳ヶ谷Ｂ（て 2016-1） 警戒区域／特別警戒区域 

14 急傾斜 柳ヶ谷Ｃ（て 2016-4） 警戒区域／特別警戒区域 

15 急傾斜 柳ヶ谷Ｄ（て 2016-5） 警戒区域／特別警戒区域 

16 急傾斜 柳ヶ谷Ｅ（て 2016-6） 警戒区域／特別警戒区域 
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地区 
地区別 

No 
自然現象の種類 区域の名称 指定区域の種類 

田山地区 

17 急傾斜 柳ヶ谷Ｆ（て 2016-7） 警戒区域／特別警戒区域 

18 急傾斜 東出（て 2036） 警戒区域／特別警戒区域 

19 土石流 ヒヤデ谷（新て 1002） 警戒区域／特別警戒区域 

20 土石流 柳ヶ谷（新て 2010） 警戒区域 

童仙房地区 

1 急傾斜 蛭池（て 1006） 警戒区域／特別警戒区域 

2 急傾斜 三郷田（て 1007） 警戒区域／特別警戒区域 

3 急傾斜 道宣（て 2030） 警戒区域／特別警戒区域 

4 急傾斜 小玉Ⅰ（て 2031） 警戒区域／特別警戒区域 

5 急傾斜 葭屋（て 2032） 警戒区域／特別警戒区域 

6 急傾斜 長谷Ａ（て 2033） 警戒区域／特別警戒区域 

7 急傾斜 小玉Ⅱ（て 2034） 警戒区域／特別警戒区域 

8 急傾斜 手洗（て 2045） 警戒区域／特別警戒区域 

9 急傾斜 東長谷Ⅰ（て 2046） 警戒区域／特別警戒区域 

10 急傾斜 童仙房Ａ（新て 2047） 警戒区域／特別警戒区域 

11 急傾斜 童仙房Ｂ（新て 2048） 警戒区域／特別警戒区域 

12 急傾斜 童仙房Ｃ（新て 2049） 警戒区域 

13 急傾斜 童仙房Ｄ（新て 2050） 警戒区域／特別警戒区域 

14 急傾斜 童仙房Ｅ（新て 2051） 警戒区域／特別警戒区域 

15 急傾斜 童仙房Ｆ（新て 2052） 警戒区域／特別警戒区域 

16 急傾斜 童仙房Ｇ（新て 2053） 警戒区域／特別警戒区域 

17 急傾斜 童仙房Ｈ（新て 2054） 警戒区域／特別警戒区域 

18 急傾斜 童仙房Ｉ（新て 2055） 警戒区域／特別警戒区域 

19 急傾斜 童仙房Ｊ（新て 2056） 警戒区域／特別警戒区域 

20 急傾斜 童仙房Ｋ（新て 2057） 警戒区域／特別警戒区域 

21 急傾斜 童仙房Ｌ（新て 2058） 警戒区域／特別警戒区域 

22 急傾斜 童仙房Ｍ（新て 2059） 警戒区域／特別警戒区域 

23 急傾斜 童仙房Ｎ（新て 2060） 警戒区域／特別警戒区域 

24 急傾斜 童仙房Ｏ（新て 2061） 警戒区域／特別警戒区域 

25 急傾斜 童仙房Ｐ（新て 2062） 警戒区域／特別警戒区域 

26 急傾斜 童仙房Ｑ（新て 2063） 警戒区域／特別警戒区域 

27 急傾斜 童仙房Ｒ（新て 2064） 警戒区域／特別警戒区域 

28 急傾斜 童仙房Ｓ（新て 2065） 警戒区域／特別警戒区域 

29 土石流 七番南谷（て 009） 警戒区域／特別警戒区域 

30 土石流 三郷田川（て 010） 警戒区域 

31 土石流 牛場川（て 513） 警戒区域 

32 土石流 二ツ谷（て 514） 警戒区域／特別警戒区域 

33 土石流 九条小谷（て 515） 警戒区域／特別警戒区域 

34 土石流 折尾北谷（て 525） 警戒区域／特別警戒区域 

35 土石流 二番谷（て 529） 警戒区域／特別警戒区域 

36 土石流 牛場谷１（新て 2001-1） 警戒区域／特別警戒区域 

37 土石流 牛場谷２（新て 2001-2） 警戒区域／特別警戒区域 

38 土石流 永谷（新て 2003） 警戒区域／特別警戒区域 

39 土石流 小玉谷（新て 2006） 警戒区域／特別警戒区域 

40 土石流 長谷１（新て 2007） 警戒区域／特別警戒区域 

41 土石流 童仙房１（新て 2009） 警戒区域／特別警戒区域 

42 土石流 童仙房２（新て 2011） 警戒区域／特別警戒区域 

野殿地区 
1 急傾斜 西ノ川Ⅰ（て 2019） 警戒区域／特別警戒区域 

2 急傾斜 樋ノ口（て 2020-1） 警戒区域／特別警戒区域 
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地区 
地区別 

No 
自然現象の種類 区域の名称 指定区域の種類 

野殿地区 

3 急傾斜 野口（て 2021） 警戒区域／特別警戒区域 

4 急傾斜 日川谷（て 2041） 警戒区域 

5 急傾斜 西ノ川Ⅱ（て 3001） 警戒区域／特別警戒区域 

6 急傾斜 野殿Ⅰ（新て 3002） 警戒区域／特別警戒区域 

7 急傾斜 野殿Ⅱ（新て 3003） 警戒区域／特別警戒区域 

8 急傾斜 野殿Ⅲ（新て 3004） 警戒区域／特別警戒区域 

9 急傾斜 野殿Ⅳ（新て 3005） 警戒区域／特別警戒区域 

10 土石流 野殿南川（て 516） 警戒区域 

11 土石流 野殿東川（て 520） 警戒区域／特別警戒区域 

12 土石流 広畑川（新て 2005） 警戒区域／特別警戒区域 

13 土石流 野殿１（新て 2012） 警戒区域／特別警戒区域 

南大河原地区 

1 急傾斜 西海道（て 1008） 警戒区域／特別警戒区域 

2 急傾斜 湯矢畷（て 1009） 警戒区域／特別警戒区域 

3 急傾斜 和田ノ畑Ａ（て 2047-1） 警戒区域／特別警戒区域 

4 急傾斜 和田ノ畑Ｂ（て 2047-2） 警戒区域／特別警戒区域 

5 急傾斜 和田ノ畑Ｃ（て 2047-3） 警戒区域／特別警戒区域 

6 急傾斜 和田ノ畑Ｄ（て 2047-4） 警戒区域／特別警戒区域 

7 土石流 湯矢畷川（て 005） 警戒区域 

8 土石流 湯矢畷西谷（て 006） 警戒区域／特別警戒区域 

9 土石流 恋志谷川（て 007） 警戒区域 

10 土石流 西海道谷（て 2028） 警戒区域／特別警戒区域 

北大河原奥田地区 
1 土石流 ゴンヂャ谷（て 502-3） 警戒区域 

2 土石流 椿谷（て 502-4） 警戒区域 
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資料 7 応援協定一覧 

No 協定名称 協定締結先 締結年月日 

1 
災害時における応急対策等に関する協

定書 
株式会社キタモリ  H24.4.17 

2 
災害時におけるエルピーガス等の供給

に関する協定 
社団法人 京都府エルピーガス協会  H20.3.27 

3 
災害時における医療救護活動について

の協定書 

木津川市、笠置町、和束町、精華町、 

社団法人相楽医師会 
H19.3.12 

4 京都府広域消防相互応援協定書 

京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、

宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、

八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津

川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田

原町、笠置町、和束町、精華町、京丹波町、伊

根町、与謝野町、相楽中部消防組合、宮津与

謝消防組合、京都中部広域消防組合、乙訓消

防組合 

H19.3.12 

5 
災害時における飲料の提供協力に関す

る協定書 
近畿コカ・コーラボトリング株式会社  H19.8.27 

6 
木津川市・相楽地区消防相互応援協定

書 

木津川市、笠置町、和束町、精華町、 

相楽中部消防組合 
H23.4.1 

7 
南山城村災害ボランティアセンターの設

置運営等に関する協定 
南山城村社会福祉協議会 H27.4.6 

8 
特設公衆電話の設置・利用に関する協

定書 
西日本電信電話株式会社 H28.8.3 

9 

災害時及び平常時における南山城村と

山城木津郵便局及び南山城村内の郵便

局との協力に関する協定 

日本郵便株式会社 H28.12.14 

10 
災害時における一時避難所としての使用

に関する協定 

特定非営利活動法人 

 南山城 Vpoewr station 
H27.4.1 

11 
京都府衛星通信系防災情報システム設

備の運用及び維持管理に関する協定書 
京都府 H19.4.1 

12 伊賀市・南山城村消防団相互応援協定 伊賀市 H18.9.1 

13 
災害時等をはじめとする無人航空機の運

用に係る包括連携協定書 

一般社団法人ドローン撮影クリエイターズ協

会、一般社団法人地域再生・防災ドローン利

活用推進協会、一般社団法人京都ドローン協

会、株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク 

R2.10.1 

14 災害支援寄付受付業務 株式会社さとふる R2.12.25 

15 
災害時における南山城村ふれあい交流

拠点施設の利用に関する協定 
株式会社南山城 R4.3.1 
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資料 8 災害対策本部の標識及び職員の証票 

１．自動車用標識 

 

 

２．腕章 

（１）本部長用 

 

（２）副本部長用 

 

（３）災対部長用 

 

（４）災対要員用 

 

白地に赤字とする。 

白地に腕章の斜線は緑色と

し、字は赤色とする。 

白地に腕章の斜線は緑色と

し、字は赤色とする。 

白地に腕章の斜線は緑色と

し、字は赤色とする。 

白地に赤字とする。 
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３．身分証明書 

 

 

 

第 号 

身分証明書 

住所 

氏名 

 年 月 日生 

所 属 南山城村災害対策本部 

所在地 京都府相楽郡南山城村 

 

上記の者は、南山城村災害対策本

部の要員であることを証明する。 

 年 月 日交付 

 年 月 日まで有効 

 

 

南山城村長       ㊞ 

 

7cm 

5cm 
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資料 9 本村の消防団組織表 

１．南山城村消防団組織図 

 

            消防団長              

                                  

            副 団 長              

                                 

                                 

  第一分団長   分団長（指導員長）   第二分団長    

                                 

  第一分団副分団長        第二分団副分団長    

                                 

                                 

            

第
一
分
団
第
一
部
（今
山
・奥
田
） 

 

第
一
分
団
第
二
部
（
野
殿
・童
仙
房
） 

 

第
一
分
団
第
三
部
（本
郷
・押
原
） 

 

第
一
分
団
第
四
部
（南
大
河
原
） 

 

第
一
分
団
第
五
部
（月
ヶ
瀬
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
） 

      

第
二
分
団
第
一
部
（田
山
） 

   

第
二
分
団
第
ニ
部
（高
尾
） 

  

２．出動可能人員及び車両 

         （令和４年１月１日現在） 

団長以下 １２７名 

ポンプ自動車 １台 

小型動力ポンプ付積載車 １４台 

 

 



資料22 

資料 10 消防設備機器材及び消防団無線 

消防団用デジタル簡易無線携帯機配備一覧表 

Nｏ． 無線機コード 配 備 先 Nｏ． 無線機コード 配 備 先 

１ ０－０－１ 団 長 35 １－１－３ 

第 1 分団第 1 部 ２ ０－０－２ 副団長 36 １－１－４ 

３ ０－０－３ 副団長 37 １－２－３ 

４ ０－０－４ 指導員長 38 １－２－４ 

第 1 分団第 3 部 ５ ０－０－５ 消防主任 39 １－３－３ 

６ １－０－１ 第 1 分団長 40 １－３－４ 

７ １－０－２ 第 1 分団副分団長 41 １－４－３ 
第 1 分団第 4 部 

８ １－０－３ 第 1 分団副分団長 42 １－４－４ 

９ １－０－４ 第 1 分団副分団長 43 １－５－３ 

第 1 分団第 5 部 10 ２－０－１ 第 2 分団長 44 １－５－４ 

11 ２－０－２ 第 2 分団副分団長 45 １－５－５ 

12 ２－０－３ 第 2 分団副分団長 46 １－６－３ 

第 1 分団第 2 部 

13 １－１－１ 

第 1 分団第 1 部 

47 １－６－４ 

14 １－１－２ 48 １－７－３ 

15 １－２－１ 49 １－７－４ 

16 １－２－２ 

第 1 分団第 3 部 

50 １－７－５ 

17 １－３－１ 51 ２－１－３ 

第 2 分団第 1 部 
18 １－３－２ 52 ２－１－４ 

19 １－４－１ 
第 1 分団第 4 部 

53 ２－２－３ 

20 １－４－２ 54 ２－２－４ 

21 １－５－１ 
第 1 分団第 5 部 

55 ２－３－３ 
第 2 分団第 3 部 

22 １－５－２ 56 ２－４－３ 

23 １－６－１ 

第 1 分団第 2 部 

57 ０－０－６ 消防副主任 

24 １－６－２    

25 １－７－１    

26 １－７－２    

27 ２－１－１ 

第 2 分団第 1 部 

   

28 ２－１－２    

29 ２－２－１    

30 ２－２－２    

31 ２－３－１ 

第 2 分団第 3 部 

   

32 ２－３－２    

33 ２－４－１    

34 ２－４－２    
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資料 11 村防災行政無線 

南山城村デジタル同報系無線局一覧表 

番

号 

局 名 称 

【呼出名称（識別信号）】 

地域 

対向局 

送信 

電力 

（Ｗ） 

周波

数（Ｍ

Ｈｚ） 

位置 空中線 

備考 

大字 小字 北緯 東経 3素子八木 
指向 

方向 

  

南山城村役場 

【防災みなみやましろ 

むらやくば】 

北大河原 久保 

高尾・渋

久・南大河

原・戸別 

1 65.345 135.59.37 34.46.22 3素子八木 175°  

  

保健福祉センター 

【防災みなみやましろ 

ほけんふくしセンター】 

北大河原 大稲葉 

高尾・渋

久・南大河

原・戸別 

5 65.345 136.01.33 34.45.53 3素子八木 280° 
非常用

親局 

  

高尾中継局 

【防災みなみやましろ 

たかお】 

高尾 奥山 

役場 1 65.345 

135.59.48 34.44.50 

3素子八木 355° 既設局 

野殿・屋外

局・戸別 
5 60.815 ｽﾘｰﾌﾞ ―  

  

野殿簡易中継局 

【防災みなみやましろ 

のどの】 

野殿 西ノ川 

高尾 1 60.815 

135.59.46 34.47.48 

3素子八木 180°  

童仙房公

民館・戸別 

2.5 63.59 3素子八木 37°  

2.5 63.59 3素子八木 268°  

1 

月ヶ瀬ﾆｭｰﾀｳﾝ南 

【防災みなみやましろつ

きがせみなみこうえん】 

北大河原 久保 高尾 0.1 60.815 136.01.08 34.45.59 3素子八木 223° 

月ヶ瀬ﾆ

ｭｰﾀｳﾝ

の有線

延長局 

2 

北大河原渋久 

【防災みなみやましろし

ぶく】 

北大河原 渋久 

役場・保健

福祉センタ

ー 

0.1 65.345 136.00.18 34.45.24 3素子八木 266°  

3 

月ヶ瀬ﾆｭｰﾀｳﾝ集会所 

【防災みなみやましろつ

きがせふれすこ】 

北大河原 釜ノ子 高尾 1 60.815 136.01.20 34.46.03 3素子八木 226° 既設局 

4 

今山公民館 

【防災みなみやましろい

まやまこうみんかん】 

北大河原 丸山 高尾 0.1 60.815 136.01.34 34.45.40 3素子八木 240° 既設局 

5 

奧田公民館 

【防災みなみやましろお

くだこうみんかん】 

北大河原 上中谷 高尾 0.1 60.815 136.01.56 34.46.41 3素子八木 223°  

6 

押原コミュニティセンター 

【防災みなみやましろお

しはらこみせん】 

北大河原 砂田 高尾 0.1 60.815 136.01.05 34.46.34 3素子八木 211°  

7 

南大河原会館 

【防災みなみやましろみな

みおおかわらかいかん】 

南大河原 湯矢畷 

役場・保健

福祉センタ

ー 

0.001 65.345 135.59.17 34.46.08 3素子八木 51°  

8 

高尾公民館 

【防災みなみやましろた

かおこうみんかん】 

高尾 堂の下 高尾 0.1 60.815 135.59.59 34.43.46 3素子八木 352°  

9 

高尾母出 

【防災みなみやましろた

かおははで】 

高尾 母出 高尾 1 60.815 135.59.42 34.43.22 3素子八木 3°  

10 

高尾八束尻 

【防災みなみやましろた

かおはっそくじり】 

高尾 八束尻 高尾 0.1 60.815 135.59.40 34.44.16 3素子八木 11°  

11 

田山割尾坂 

【防災みなみやましろた

やまわりおざか】 

田山 割尾坂 高尾 0.1 60.815 136.01.24 34.44.57 3素子八木 265°  
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番

号 

局 名 称 

【呼出名称（識別信号）】 

地域 

対向局 

送信 

電力 

（Ｗ） 

周波

数（Ｍ

Ｈｚ） 

位置 空中線 

備考 

大字 小字 北緯 東経 3素子八木 
指向 

方向 

12 

農業者ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

【防災みなみやましろと

れせん】 

田山 下フケ 高尾 0.01 60.815 136.01.17 34.44.17 3素子八木 294° 既設局 

13 

田山南部共同製茶場 

【防災みなみやましろた

やまなんぶ】 

田山 鷹ノ尾 高尾 0.1 60.815 135.01.25 34.43.35 3素子八木 313°  

14 

田山北又 

【防災みなみやましろた

やまきたまた】 

田山 北又 高尾 0.1 60.815 136.01.21 34.44.41 3素子八木 277°  

15 

野殿公民館 

【防災みなみやましろの

どのこうみんかん】 

野殿 寺ノ元 高尾 1 60.815 135.59.57 34.47.43 3素子八木 183°  

16 

童仙房公民館 

【防災みなみやましろど

うせんぼうこうみんかん】 

童仙房 蛭池 野 殿 1 63.59 135.58.03 34.48.01 3素子八木 100°  
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資料 12 指定緊急避難場所・指定避難所・避難所 

指定緊急避難場所 

No. 施設名称 住所 

洪
水
時
避
難
可
否 

土
砂
災
害
時
避
難
可
否 

地
震
時
避
難
可
否 

備考 

1 
童仙房生涯学習センター 
(旧野殿童仙房小学校） 

大字童仙房小字三郷田 199－2 ○ × ○   

2 童仙房公民館 大字童仙房小字蛭池 114 ○ ○ ×   

3 野殿公民館 大字野殿小字寺ノ元 5 ○ ○ ×   

4 
南山城村第３グラウンド 
(旧大河原小学校） 

大字北大河原小字北垣内 6 ○ × ○   

5 本郷コミュニティセンター 大字北大河原小字久保 18－2 × ○ ○   

6 南山城村役場 大字北大河原小字久保 14-1 ○ ○ × 3階に避難 

7 
南山城村文化会館 
（やまなみホール） 

大字北大河原小字久保 8 × × ○   

8 南大河原会館 大字南大河原小字湯矢畷 91 × × ○   

9 押原コミュニティセンター 大字北大河原小字砂田 2 ○ ○ ○ 
土砂災害時 2階
に避難 

10 奥田公民館 大字北大河原小字上中谷 31 ○ ○ ○   

11 今山公民館 大字北大河原小字丸山 2 ○ ○ ×   

12 笠置中学校 大字北大河原小字殿田平尾 63－2 ○ ○ ○   

13 南山城小学校 大字北大河原小字中谷 12－26 ○ ○ ○   

14 南山城村保健福祉センター 大字北大河原小字大稲葉 4-10 ○ ○ ○   

15 南山城村自然の家 大字田山小字ツルギ 55-2 ○ ○ ×   

16 
月ヶ瀬 NT集会所 
（ふれあいすこやかセンター） 

大字北大河原小字釜ノ子 29－666 ○ ○ ○   

17 
田山生涯学習センター 
(旧田山小学校） 

大字田山小字中ショジ 14 ○ ○ ×   

18 農業者トレーニングセンター 大字田山小字下フケ 13 ○ ○ ○ 
土砂災害時 2階
に避難 

19 
高尾生涯学習センター 
(旧高尾小学校） 

大字高尾小字堂ノ下 10－1 ○ ○ ○ 
土砂災害時 2階
に避難 

20 高尾公民館 大字高尾小字林 38－3 ○ ○ ×   

 

指定避難所 

No. 施設名称 住所 

収容可能 

面積 

（㎡） 

収容人数 

（人） 

※人／3.3m2 

1 笠置中学校 大字北大河原小字殿田平尾 63－2 575 175 

2 南山城小学校 大字北大河原小字中谷 12－26 740 225 

3 南山城村保健福祉センター 大字北大河原小字大稲葉 4-10 813 247 

4 
月ヶ瀬 NT集会所 

（ふれあいすこやかセンター） 
大字北大河原小字釜ノ子 29－666 394 120 
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避難所 

No. 施設名称 住所 

収容 

可能 

面積 

（㎡） 

収容 

人数 

（人） 

※人／3.3m2 

洪
水
時
避
難
可
否 

土
砂
災
害
時
避
難
可
否 

地
震
時
避
難
可
否 

備考 

1 
童仙房生涯学習センター 

(旧野殿童仙房小学校） 

大字童仙房小字三

郷田 199－2 
495 150 ○ × ○ 

  

2 童仙房公民館 
大字童仙房小字蛭

池 114 
93 29 ○ ○ × 

  

3 野殿公民館 
大字野殿小字寺ノ

元 5 
94 29 ○ ○ × 

  

4 押原コミュニティセンター 
大字北大河原小字

砂田 2 
90 28 ○ ○ ○ 

土砂災害時 2

階に避難 

5 奥田公民館 
大字北大河原小字

上中谷 31 
38 12 ○ ○ ○ 

  

6 今山公民館 
大字北大河原小字

丸山 2 
152 47 ○ ○ × 

  

7 笠置中学校 
大字北大河原小字

殿田平尾 63－2 
575 175 ○ ○ ○ 

  

8 南山城小学校 
大字北大河原小字

中谷 12－26 
740 225 ○ ○ ○ 

  

9 南山城村保健福祉センター 
大字北大河原小字

大稲葉 4-10 
813 247 ○ ○ ○ 

  

10 南山城村自然の家 村田山ツルギ 55-2 1、164 353 ○ ○ × 
  

11 
月ヶ瀬 NT集会所 

（ふれあいすこやかセンター） 

大字北大河原小字

釜ノ子 29－666 
394 120 ○ ○ ○ 

  

12 
田山生涯学習センター 

(旧田山小学校） 

大字田山小字中シ

ョジ 14 
204 62 ○ ○ × 

  

13 農業者トレーニングセンター 
大字田山小字下フ

ケ 13 
565 172 ○ ○ ○ 

土砂災害時 2

階に避難 

14 
高尾生涯学習センター 

(旧高尾小学校） 

大字高尾小字堂ノ

下 10－1 
478 145 ○ ○ ○ 

土砂災害時 2

階に避難 

15 高尾公民館 
大字高尾小字林 38

－3 
162 50 ○ ○ × 

  

注）指定避難所との違いは下記参照。 

 

■本村における「指定避難所」と「避難所」の違い 

○「指定避難所」については、南山城村全体における想定避難者数を踏まえると、収容人数は若干の不足に

留まることから、全ての災害のリスクが無い施設を設定している。 

○一方、災害の種別によっては、避難所として機能する施設も存在することや、被災状況に応じて指定避難所

の村域内の偏りを解消する必要がある場合も想定されることから、ここでは「避難所」として整理している。 

○なお、洪水時に避難生活が可能な施設は 15箇所、土砂災害時に避難生活が可能な施設は 14箇所、地震

時に避難生活が可能な施設は 8箇所である。 
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資料 13 文化財一覧 

１．国指定等文化財 

指定別 分野別 名称及び員数 所有者名 種別 指定年月日 備考 

重要 

文化財 
彫刻 木造薬師如来立像 1躯 春光寺  昭和 53年 6月 15日   

重要 

文化財 
絵画 絹本著色両界曼荼羅図 2幅 真輪院 指定 平成 27年 3月 13日 

奈良国立 

博物館寄託 

府指定 

平成 13年 

3月 26日 

 

２．府指定等文化財 

区分別 分野別 名称及び員数 所有者名 種別 指定年月日 備考 

登録 建造物 
六所神社 1棟 

本殿/覆屋 
六所神社 登録 昭和 58年 4月 15日   

登録 建造物 春光寺 1棟（附 棟札 2枚） 春光寺 登録 平成 13年 3月 8日   

指定 絵画 絹本著色星曼荼羅図 1幅 真輪院 指定 平成 14年 3月 26日 
奈良国立 

博物館寄託 

登録 古文書 
宮本座文書 266点 

附 文書箱 1合 
宮本座 登録 昭和 62年 4月 15日   

指定 
無形民俗 

文化財 
田山花踊り 

田山花踊

り保存会 
指定 昭和 59年 4月 14日   

決定 
文化財環境 

保全地区 

六所神社文化財環境保全地区 

拝殿 1棟含む 
六所神社 決定 昭和 58年 4月 15日   

選定 文化的景観 南山城村の宇治茶生産景観 南山城村 選定 平成 27年 3月 24日   
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資料 14 災害対策用ヘリコプター離着陸場 

名称 所在地 連絡先 面積（㎡） 

南山城村総合グラウンド 南山城村田山ツルギ 54 番地 2 0743-93-0560 14、400 

南山城小学校運動場 南山城村北大河原中谷 12 番地 26 0743-93-3730 9、017 
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資料 15 食料及び生活必需品の調達ルート 

○食料品の調達等系統 

(1) 応急対策用食料品の調達又はあっ旋ルート 

 

 

(2) 米穀の緊急引渡ルー卜 

(a） 販売事業者からの調達 

 

 

 

(b) 政府所有米穀の調達 

 
 

村 長 
075-414-4472 

府災害対策課 

075-671-0030 

府消費者生活安全センター 

 

物資保有業者 

要請 連絡 

調達又はあっ旋 輸送 

事前調整 

被災地 

村 長 

 

075-414-4472 

府災害対策課 

075-414—4953 

府農林水産部農産課 

 

米穀販売業者 

要請 連絡 

要請 

075-451-9161 

近畿農政局生産部 

 

連携 

農林水産省 被災者 

売渡要請 

（精米）引渡し 

村 長 

 

075-414-4472 

府災害対策課 

075-414—4953 

府農林水産部農産課 

 

精米工場又は米穀販売事業者(玄米のとう精) 

要請 連絡 

指示 

03-6744-1354 

農林水産省政策統括官 

 

要請 

被災者 

（精米）引渡し 

075-451-9161 

近畿農政局生産部 

 

知事 

受託事業体(玄米) 

連携 売買契約 

指示 指示 
緊急引渡手続

き 

炊き 

出し 
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○自衛隊、警察等の支援又は協力による炊出し連絡系統  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村  長 

府災害対策課 
  

   要請 

075-414-4472 

 

被 災 地 

出動 

協力要請 

府警察本部 
警備第 1 課 

075-451-9111 

府警察 
機動隊等 

連絡 

山城広域振興局 
木津地域総務防災課 

  
  連絡 

0774-72-0051 

075-414-4472 
 

陸上自衛隊 
第 4 施設団第 3 科 

0774-44-0001 内(236) 
当直司令室 

    内(223) 

村  長 

山城広域振興局 
木津地域総務防災課 

  
  連絡 

府災害対策課 
 

   要請 

被 災 地 

出動 

支援要請 

0774-72-0051 

075-414-4472 
 

海上自衛隊 
舞鶴地方総監部 
0773-62-2250 

内(2222 又は 2223) 

村  長 

山城広域振興局 
木津地域総務防災課 

  
  連絡 

府災害対策課 
 

   要請 

被 災 地 

出動 

協力要請 

0774-72-0051 
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有線無線混在

区間  

 

 

 
 

使送区間  

資料 16 非常無線通信経路図 

非常通信経路 

凡例 

１．通信経路の総合信頼度（経路の級別基準） 

級別 

項目 
Ａ級（高度信頼度） Ｂ級 

全中継回数 ３以下 ４以上 

新規連絡設定 無 有 

停電時の運用 可能 不可能 

通信担当者の配置 
常時配置 

（又は非常の際 30 分以内に配置） 
左記以外 

有線区間 

無（又は、あっても予備ルートがあ

るか地下ケーブル等強固な設計

となっている。） 

有 

総合信頼度「Ａ級」とは経路全体を通じ、全基準項目についてＡ級基準に該当する。  

総合信頼度「Ｂ級」とは経路中いずれかの基準項目についてＢ級基準のものが含まれる。 

 

２．記号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
無線区間 有線区間 

有線無線混在区間 

（○○→京都府ルートへ）  ○○地区から府庁への複数ルートを一括表示 

使送区間 

衛星通信区間 有線/衛星通信二重化区間 

    

    

    
A 南山城村役場 京都府（災害対策課） 

2km 
相楽中部消防署東部出張所 

京都市消防局 

相楽中部消防組合消防本部 

京都府（防災消防企画課） 

 

A 

    

3km 
独立行政法人水資源機構木津川ダム総合管理所高山ダム管理所 

京都府（防災消防企画課） 

A 

（木津川市    京都府ルートへ） 

府警察本部 木津警察署 大河原駐在所 京都府（防災消防企画課） B 
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資料 17 災害情報等の「災害情報報告用紙（様式第 1号）」 

様式第１号 

No     

               

       災 害 情 報           第   報 

南山城村 

災害対策（警戒）本部 

月   日 

 

  時現在 

発

信 

者

名 

 

受

信 

者

名 (    時    分受) 

報告事項 

 
記 

 

事 

□新規 

□続（詳）    報 

 （第  報関連） 
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資料 18 災害情報等の「災害概況即報（様式第２号）」 

様式第２号 

 

 

 

災害名        （第    報） 

報 告 日 時 年  月  日  時  分 

市 町 村 名 南山城村 

報 告 者 名  

電 話 番 号  

 

 

発生場所  発生日時 月       日       時      分 

 

 

死傷者 
死 者      人 不明     人 

住 家 
全壊     棟 一部損壊      棟 

負傷者     人 計      人 半壊     棟 床上浸水      棟 

 

 

 

 

 

災 

害 

の 

概 

況 

被 

害 

の 

状 
況 

応 

急 

対 

策 

の 

状 

況 
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資料 19 災害情報等の「被害状況報告（様式第３号）」 

被 害 状 況 報 告 (1) 
災害名：            

第   報 
対策本部 

支部 
月      日     時現在 

受信 
時刻 

月    日    時現在 
発信者  

受信者  

 市 町 村 名        
   発 生 年 月 日   ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 項 目 単位 符号 

人
的
被
害 

死 者 人 ( 1)       

行 方 不 明 者 人 ( 2)       

負傷者 
重傷 人 ( 3)       

軽傷 人 ( 4)       

住 
 

家 
 

被 
 

害 

  全 壊 
             （焼) 

棟 ( 5)       

世 帯 ( 6)       

人 ( 7)       

  半 壊 
             （焼） 

棟 ( 8)       

世 帯 ( 9)       

人 (10)       

  一 部 破 損 

棟 (11)       

世 帯 (12)       

人 (13)       

浸 水 

床上 

棟 (14)       

世 帯 (15)       

人 (16)       

床下 

棟 (17)       

世 帯 (18)       

人 (19)       

非住家 

被 害 

公 共 建 物 棟 (20)       

そ の 他 棟 (21)       

そ 

の 

他 

の 

被 

害 

田 流 失 埋 没 ha (22)       

冠 水 ha (23)       

畑 流 失 埋 没 ha (24)       

冠 水 ha (25)       

文 教 施 設 箇 所 (26)       

病 院 箇 所 (27)       

道路 

冠 水 箇 所 (28)       

崩 壊 箇 所 (29)       

そ の 他 箇 所 (30)       

橋 り ょ う 箇 所 (31)       

河 川 箇 所 (32)       

港 湾 箇 所 (33)       

砂 防 箇 所 (34)       

崖 く ず れ 箇 所 (35)       

地 す べ り 箇 所 (36)       

土 石 流 箇 所 (37)       

林 地 崩 壊 箇 所 (38)       

清 掃 施 設 箇 所 (39)       

鉄 道 不 通 箇 所 (40)       

被 害 船 舶 隻 (41)       

水 道 戸 (42)       

電 話 回 線 (43)       

電 気 戸 (44)       

ガ ス 戸 (45)       

ブ ロ ッ ク 塀 等 箇 所 (46)       

ビニールハウス等 棟 (47)       

農 道 箇 所 (48)       

農 林 水 産 業 施 設 箇 所 (49)       

畦 畔 崩 壊 箇 所 (50)       

農作物(           ) ha (51)       

         

         

         

火災 
発生 

建 物 件 (52)       

危 険 物 件 (53)       

そ の 他 件 (54)       

り災世帯数(全・半壊＋床上浸水) 世 帯 (55)       

り 災 者 数(全・半壊＋床上浸水) 人 (56)       
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被 害 状 況 報 告 (2) 

災害名：            

 

 

 

 市 町 村 名        

発生年月日        

       
 項 目 単位 符号 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

公 立 文 教 施 設 千円 (ａ)       

農 林 水 産 業 施 設 千円 (ｂ)       

公 共 土 木 施 設 千円 (ｃ)       

その他の公共施設 千円 (ｄ)       

小   計 千円 (ｅ)       

 公共施設被害市町村  (ｆ)       

そ 
 
 
 

の 
 
 
 

他 

農 産 被 害 千円 (ｇ)       

林 産 被 害 千円 (ｈ)       

畜 産 被 害 千円 (ｉ)       

水 産 被 害 千円 (ｊ)       

商 工 被 害 千円 (ｋ)       

林 地 被 害 千円 (ｌ)       

         

         

         

そ の 他 千円 (ｍ)       

小 計 千円 (ｎ)       

被 害 総 額 千円 (ｏ)       

         

災害対策本部 設置 年 月 日 (ｐ)       

解散 年 月 日 (ｑ)       

災害警戒本部 設置 年 月 日 (ｒ)       

解散 年 月 日 (ｓ)       

         

消防職員出動延人数 人 (ｔ)       

消防団員出動延人数 人 (ｕ)       

市町村職員出動延人数 人 (ｖ)       

         

そ の 他 出 動 延 人 数 人 (ｗ)       

出 動 延 人 数 合 計 人 （Ｘ）       
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資料 20 水防活動実施報告書 

出水の概況報告 

南山城村：担当者         連絡先          報告日時     月   日    時現在 

水系名・河川名 水系      川 水系      川 水系      川 

左右岸・距離標 （左・右）岸    k～   k 付近 （左・右）岸    k～   k 付近 （左・右）岸    k～   k 付近 

地  先  名 京都府相楽郡南山城村      地先 京都府相楽郡南山城村      地先 京都府相楽郡南山城村      地先 

発  生  日  時    年  月  日   時  分    年  月  日   時  分    年  月  日   時  分 

出 水 の 概 況 

 

 

 

 

   

 

水系名・河川名          水系      川          水系      川          水系      川 

左右岸・距離標 （左・右）岸    k～   k 付近 （左・右）岸    k～   k 付近 （左・右）岸    k～   k 付近 

地 先 名 京都府相楽郡南山城村      地先 京都府相楽郡南山城村      地先 京都府相楽郡南山城村      地先 

発 生 日 時    年  月  日   時  分    年  月  日   時  分    年  月  日   時  分 

出 水 の 概 況 

 

 

 

 

   

※村は情報を入手したら（部分的情報でも）直ちに山城南土木事務所に報告すること 
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資料 21 被害程度の認定基準 

 

区分 記入内容 

人

的

被

害 

死 者 
当該災害が原因で死亡し、死体を確認した者、又は死体は確認できないが死亡したこと

が確実な者。 

行方不明者 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者。 

負 傷 者 

（重傷者） 

（軽傷者） 

当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者。 

「重傷者」とは、1月以上の治療を要する見込みの者 

「軽傷者」とは、1月未満で治療できる見込みの者。 

住

家

の

被

害 

住  家 現実に居住している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかは問わない。 

世  帯 生計を一つにしている実際の生活単位。 

全  壊 

（全  焼） 

（全流出） 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、

埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用するこ

とが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がそ

の住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的

被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度の

もの。 

大規模半壊 

居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなけれ

ば当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積

の50%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占め

る損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のもの。 

中規模半壊 
半壊のうち、住家の主要な構成要素の損害割合が30％以上40％未満のもの。令和２年度

から、被災者生活再建支援金制度の適用となっている。 

半  壊 

（半  焼） 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚

だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がそ

の住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害

を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のもの。 

準 半 壊  
半壊には至らないものの、住家の主要な構成要素の損害割合が10％以上20%未満のもの。

令和２年度から、災害救助法による住宅の応急修理制度の適用となっている。 

一 部 破 損 
全壊及び半壊にいたらない程度の住家の損壊で、補修を必要とする程度のもの。損害割

合が10％未満。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さな損壊は除く。 

床 上 浸 水 
住家の床より上に浸水したもの、及び全壊・半壊には該当しないが、土砂竹木等の堆積

により一時的に居住不能なもの。 

床 下 浸 水 床上浸水にいたらない程度に浸水したもの。 

非 住 家 の 被 害 

「非住家」とは、住家以外の建物でこの報告中他の被害個所項目に属さないもので、全

壊、半壊程度の被害を受けたもの。 

ただし、これらの施設に常時、人が居住している場合には、当該部分は住家とする。な

お、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とする。 

「公共建物」とは、例えば、役所庁舎、公民館、公立保育所等の公用又は公共の用に供

する建物とする。 

「その他」とは、公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 
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区分 記入内容 

そ 

 

の 

 

他 

 

の 

 

被 

 

害 

田

畑

の

被

害 

流失 

埋没 
田の耕土が流出し、又は砂利等の堆積のため耕作が不能となったもの。 

冠水 稲の先端が見えなくなる程度に水につかったもの。 

畑の流失、埋

没及び冠水 
田の例に準じる。 

文 教 施 設 
小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養護学校及び幼

稚園における教育の用に供する施設。 

道  路 

道路法（昭和27年法律180号）第2条第1項に規定する道路のうち、橋りょうを除いたもの。 

「道路決壊」とは、高速自動車道、一般国道、都道府県及び市町村道の一部が損壊し、

車両の通行が不能となった程度の被害をいう。 

橋 り ょ う 道路を連結するために河川、運河等の上に架橋された橋。 

河  川 

河川法（昭和39年法律167号）が適用され、若しくは準用される河川若しくはその他の河

川又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水利、床止その他の施設若しくは

沿岸を保全するために防護を必要とする河岸。 

港 湾 
港湾法（昭和25年法律218号）第2条第5項に規定する水域施設、外かく施設、繋留施設、

又は港湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設。 

清 掃 施 設 ごみ処理及びし尿処理施設とする。 

鉄 道 不 通 汽車、電車等の運行が不能になった程度の被害。 

電  話 災害により通話不能となった電話の回線数。 

砂  防 

砂防法（明治30年法律29号）第1条に規定する砂防施設及び同法第3条の規定によって同

法が準用される砂防のための施設又は同法第3条の2の規定によって同法が準用される天

然の河岸とする。 

崖くずれ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第2条に規定する

急傾斜地崩壊防止施設及び急傾斜地の崩壊による災害で人命、人家、公共的建物に被害

があったもの。 

地すべり 地すべりによる災害で、地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）第2条に規定する地す

べり防止施設及び人命、人家、公共的建物に被害があったもの。 

土石流 土石流による災害で、人命、人家、公共的建物に被害があったもの。 

林地崩壊 森林法（昭和26年法律第249号）第2条第1項に規定する土地の崩壊とし、山腹崩壊箇所数

及び荒廃渓流数の合計数。 

被害船舶 ろかいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能となったもの、及び

流失し、所在が不明になったもの、並びに修理をしなければ航行できなくなった程度の

被害を受けたもの。 

通信被害 災害により通信不能となった電話の回線数。 

電  気 災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点における戸数。 

水  道 上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち最も多く断水した時点における戸数。 

ガ  ス 
一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数のうちのうち最も多く供給

停止となった時点における戸数。 

ブロック塀 倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数。 
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報 告 基 準 

り

災

者 

り 災 世 帯 

災害により住家が全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け、通常の生活を維持できなくな

った生計を一にしている世帯。例えば、寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊す

る者で共同生活を営んでいる者については、これを一世帯として扱い、又同一家屋の親

子、夫婦であっても、生活が別であれば分けて扱う。 

り 災 者 り災世帯の構成員とする。 

火 災 発 生 地震による被害の場合のみ報告する。 

公立文教施設 公立の文教施設とする。 

農林水産業施設 

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭和25年法律第169号)

による補助対象となる施設をいい、具体的には、農地、農業用施設、林業用施設及び共同

利用施設とする。 

公共土木施設 

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和26年法律第97号）による国庫負担の対象と

なる施設をいい、具体的には河川、海岸、砂防施設、林地荒廃防止施設、地すべり防止施

設、急傾斜地崩壊防止施設及び道路、港湾、漁港及び下水道とする。 

その他公共施設 
公立文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外の公共施設をいい、たとえば庁舎、

公民館、児童館、都市施設等の公用又は公共の用に供する施設とする。 

そ
の
他 

農 産 被 害 農林水産業施設以外の農産被害をいい、たとえばビニールハウス、農作物等の被害とする。 

林 産 被 害 農林水産業施設以外の林産被害をいい、たとえば立木、苗木等の被害とする。 

畜 産 被 害 農林水産業施設以外の畜産被害をいい、たとえば家畜、畜産等の被害とする。 

水 産 被 害 農林水産業施設以外の水産被害をいい、たとえばのり、魚貝、漁船等の被害とする。 

商 工 被 害 建物以外の商工被害で、たとえば工業原料、商品、生産機械器具等とする。 
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資料 22 災害救助法による救助の方法、程度、期間等早見表 

 

令和３年６月 18日現在 

救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

 

避難所の設置 

（法第４条第 

１項） 

災害により現に被害を

受け、又は受けるおそれ

のある者に供与する。 

（基本額） 

避難所設置費 

1 人 1 日当たり 

330 円以内 

高齢者等の要援護者等を収容 

する「福祉避難所」を設置した

場合、当該地域における通常の

実費を支出でき、上記を超える

額を加算できる。 

災害発生の日から 

7 日以内 

1 費用は、避難所の設置、維持及

び管理のための賃金職員等雇

上費、消耗器材費、建物等の使

用謝金、借上費又は購入費、光

熱水費並びに仮設便所等の設

置費を含む。 

2 避難に当たっての輸送費は別途

計上 

3 避難所での生活が長期にわたる

場合等においては、避難所に避

難している者の健康上の配慮

等により、ホテル･旅館など宿

泊施設を借上げて実施するこ

とが可能。 

 

避難所の設置 

（法第４条第 

２項） 

災害が発生するおそれ

のある場合において、被

害を受けるおそれがあ

り、現に救助を要する者

に供与する。 

（基本額） 

避難所設置費 

1 人 1 日当たり 

330 円以内 

高齢者等の要援護者等を収容 

する「福祉避難所」を設置した

場合、当該地域における通常の

実費を支出でき、上記を超える

額を加算できる。 

法第２条第２項によ

る救助を開始した日

から、災害が発生し

なかったと判明し、

現に救助の必要がな

くなった日までの期

間（災害が発生し、

継続して避難所の供

与を行う必要が生じ

た場合は、法第２条

第２項に定める救助

を終了する旨を公示

した日までの期間） 

1 費用は、災害が発生するおそれ

がある場合において必要とな

る建物の使用謝金や光熱水費

とする。なお、夏期のエアコン

や冬期のストーブ、避難者が多

数の場合の仮設トイレの設置

費や、避難所の警備等のための

賃金職員等雇上費など、やむを

得ずその他の費用が必要とな

る場合は、内閣府と協議するこ

と。 

2 避難に当たっての輸送費は別途

計上 

応急仮設住宅

の供与 

住家が全壊、全焼又は流

失し、居住する住家がな

い者であって、自らの資

力では住宅を得ること

ができない者 

 

○ 建設型仮設住宅 

1 規模 

応急救助の趣旨を踏まえ、 

実施主体が地域の実情、世帯 

構成等に応じて設定 

2 基本額 

1 戸当たり 

5、714、000 円以内 

3 建設型仮設住宅の供与 

終了に伴う解体撤去及び 

土地の原状回復のために 

支出できる費用は、当該 

地域における実費。 

災害発生の日から 

20 日以内着工 

1 費用は設置にかかる原材料費、

労務費、付帯設備工事費、輸送

費及び建築事務費等の一切の

経費として 

5、714、000 円以内であれば 

よい。 

2 同一敷地内等に概ね 50 戸以上

設置した場合は、集会等に利用

するための施設を設置できる。

（50 戸未満であっても小規模

な施設を設置できる） 

3 高齢者等の要援護者等を数人

以上収容する「福祉仮設住宅」

を設置できる。 

4 供与期間は 2 年以内 

 

○ 賃貸型仮設住宅 

1 規模 

建設型仮設住宅に準じる 

2 基本額 

地域の実情に応じた額 

災害発生の日から速

やかに借上げ、提供 

1 費用は、家賃、共益費、敷金、

礼金、仲介手数料、火災保険等、

民間賃貸住宅の貸主、仲介業者

との契約に不可欠なものとし

て、地域の実情に応じた額とす

ること。 

2 供与期間は建設型仮設住宅と同

様。 

炊き出しその

他による食品

の給与 

1 避難所に収容された

者 

2 住家に被害を受け、若

しくは災害により現に

炊事のできない者 

1 人 1 日当たり 

1、160 円以内 
災害発生の日から 

7 日以内 

食品給与のための総経費を延給

食日数で除した金額が限度額以

内であればよい。 

（1 食は 1/3 日） 
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

 

飲料水の供給 
現に飲料水を得ること

ができない者（飲料水

及び炊事のための水で

あること。） 

 

当該地域における通常の実費 
災害発生の日か

ら 7 日以内 

 

輸送費、人件費は別途計上 

被服、寝具そ

の他生活必

需品の給与

又は貸与 

全半壊（全焼）、流失、

床上浸水等により、生

活上必要な被服、寝具、

その他生活必需品を喪

失、若しくは毀損等に

より使用することがで

きず、直ちに日常生活

を営むことが困難な者 

1 夏季（4 月～9 月）冬季（10

月～3 月）の季別は災害発生

の日をもって決定する。 

2 下記金額の範囲内 

災害発生の日か

ら 10 日以内 

1 備蓄物資の価格は年度当初

の評価額 

2 現物給付に限ること 

区分 1 人世帯 2 人世帯 3 人世帯 4 人世帯 5 人世帯 
6 人以上 1

人増すごと

に加算 

全 壊

全 焼

流失 

夏 
 

18、800 

 

24、200 

 

35、800 

 

42、800 

 

54、200 

 

7、900 

冬 
 

31、200 

 

40、400 

 

56、200 

 

65、700 

 

82、700 

 

11、400 

半壊半

焼床上

浸水 

夏 
 

6、100 

 

8、300 

 

12、400 

 

15、100 

 

19、000 

 

2、600 

冬 
 

10、000 

 

13、000 

 

18、400 

 

21、900 

 

27、600 

 

3、600 

 

医療 
 

医療の途を失ったもの 

（応急的処置） 

1 救護班…使用した薬剤、治療

材料、医療器具破損等の実費 

2 病院又は診療所…国民健康

保険診療報酬の額以内 

3 施術者協定料金の額以内 

災害発生の日か

ら 14 日以内 

 

患者等の移送費は、別途計上 

 

助産 
災害発生の日以前又は

以後 7 日以内に分べん

した者であって災害の

ため助産の途を失った

者（出産のみならず、

死産及び流産を含み現

に助産を要する状態に

ある者） 

1 救護班等による場合は、使用

した衛生材料等の実費 

2 助産師による場合は、慣行料

金の 100 分の 80 以内の額 

分べんした日か

ら 7 日以内 

 

妊婦等の移送費は、別途計上 

 

被災者の救出 
1 現に生命、身体が危険

な状態にある者 

2 生死不明な状態にあ

る者 

 

当該地域における通常の実費 
災害発生の日か

ら 3 日以内 

1 期間内に生死が明らかにな

らない場合は、以後「死体の

捜索」として取り扱う。 

2 輸送費、人件費は、別途計上 

被災した住宅

の応急修理 

1 住家が半壊（焼）し、

自らの資力により応急

修理をすることができ

ない者 

2 大規模な補修を行わ

なければ居住すること

が困難である程度に住

家が半壊（焼）した者 

（半壊に準じる程度の

者を含む） 

居室、炊事場及び便所等日常生

活に必要最小限度の部分 1 世

帯当り 

①大規模半壊又は半壊若しく半

焼の被害を受けた世帯 

595、000 円以内 

②半壊又は半焼に準ずる程度の

損傷により被害を受けた世帯 

300、000 円以内 

災害発生の日か

ら ３ ヵ 月 以 内

（災害対策基本

法第 23条の 3第 

1 項に規定する

特定災害対策本

部、同法第 24条

第 1 項に規定す

る非常災害対策

本部又は同法第 

28 条の 2 第 1 項

に規定する緊急

災害対策本部が

設置された災害

にあっては、６

ヵ月以内） 
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

 

学用品の給与 
住家の全壊（焼）流失

半壊（焼）又は床上浸

水により学用品を喪失

又は毀損等により使用

することができず、就

学上支障のある小学校

児童、中学校生徒、義

務教育学校生徒及び高

等学校等生徒。 

1 教科書及び教科書以外の教

材で教育委員会に届出又は

その承認を受けて使用して

いる教材、又は正規の授業で

使用している教材実費 

2 文房具及び通学用品は、1 人

当たり次の金額以内 

小学生児童      4、500 円 

中学生生徒      4、800 円 

高等学校等生徒      5、200 円 

災害発生の日か

ら 

（教科書） 

1 ヵ月以内 

（文房具及び通 

学用品） 

15 日以内 

 

1 備蓄物資は評価額 

2 入進学時の場合は個々の実

情に応じて支給する。 

 

埋葬 
災害の際死亡した者を

対象にして実際に埋葬

を実施する者に支給 

 

1 体当たり 

大人（12 歳以上） 

215、000 円以内 

小人（12 歳未満） 

172、000 円以内 

災害発生の日か

ら 10 日以内 

災害発生の日以前に死亡した

者であっても対象となる。 

 

死体の捜索 
行方不明の状態にあ

り、かつ、四囲の事情

によりすでに死亡して

いると推定される者 

 

当該地域における通常の実費 
災害発生の日か

ら 10 日以内 

1 輸送費・人件費は、別途計上 

2 災害発生後 3 日を経過した

ものは一応死亡した者と推

定している。 

 

死体の処理 災害の際死亡した者に

ついて、死体に関する

処理（埋葬を除く。）を

する。 

 

（洗浄、消毒等） 

1 体当り 3、500 円以内 
 

一   既存建物借上費 

時   通常の実費 

保   既存建物以外 

存   1 体当たり 

5、400 円以内 

 

検案 

救護班以外は慣行料金 

災害発生の日か

ら 10 日以内 

 

1 検案は原則として救護班 

2 輸送費、人件費は、別途計上 

3 死体の一時保存にドライア

イスの購入費等が必要な場合

は当該地域における通常の実

費を加算できる。 

 

障害物の除去 
居室、炊事場、玄関等

に障害物が運びこまれ

ているため生活に支障

をきたしている場合で

自力では除去すること

のできない者 

 

1 世帯当たりの平均 

137、900 円以内 

災害発生の日か

ら 10 日以内 

 

輸送費及び賃

金 

職員等雇上費 

（法第４条 

第 1項） 

1 被災者の避難に係る

支援 

2 医療及び助産 

3 被災者の救出 

4 飲料水の供給 

5 死体の捜索 

6 死体の処理 

7 救済用物資の整理 

配分 

 

当該地域における通常の実費 救助の実施が認

められる期間以

内 
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

 

輸送費及び賃 

金 

職員等雇上費 

（法第４条 

 第 2項） 

避難者の避難に係る支

援 

当該地域における通常の実費  救助の実施が認

められる期間以

内 

災害が発生するおそれ段階の救

助は、高齢者・障害者等で避難

行動が困難な要配慮者の方の輸

送であり、以下の費用を対象と

する。 

・避難所へ輸送するためのバス

借上げ等に係る費用 

・避難者がバス等に乗降するた

めの補助員など、避難支援の

ために必要となる賃金職員等

雇上費 

 

実費弁償 
災害救助法施行令第 4

条第 1 号から第 4 号ま

でに規定する者 

災害救助法第 7条第 1項の規定

により救助に関する業務に従

事させた都道府県知事の総括

する都道府県の常勤の職員で

当該業務に従事した者に相当

するものの給与を考慮して定

める 

救助の実施が認

められる期間以

内 

時間外勤務手当及び旅費は別途

に定める額 

救助の事務を

行うのに必要

な費用 

 

1 時間外勤務手当 

2 賃金職員等雇上費 

3 旅費 

4 需用費（消耗品費、 

燃料費、食糧費、印 

刷製本費、光熱水費、 

修繕料） 

5 使用料及び賃借料 

6 通信運搬費 

7 委託費 

救助事務費に支出できる費用

は、法第 21 条に定める国庫負

担を行う年度（以下「国庫負担

対象年度」という。）における

各災害に係る左記 1から 7まで

に掲げる費用について、地方自

治法施行令（昭和 22 年政令第

16 号）第 143 条に定める会計

年度所属区分により当該年度

の歳出に区分される額を合算

し、各災害の当該合算した額の

合計額が、国庫負担対象年度に

支出した救助事務費以外の費

用の額の合算額に、次のイから

トまでに掲げる区分に応じ、そ

れぞれイからトまでに定める

割合を乗じて得た額の合計額

以内とすること。 

 

イ 3 千万円以下 

の部分の金額については 

100 分の 10 

ロ 3 千万円を超え 6 千万円以下 

の部分の金額については 

100 分の 9 

ハ 6 千万円を超え 1 億円以下 

の部分の金額については 

100 分の 8 

ニ 1 億円を超え 2 億円以下 

の部分の金額については 

100 分の 7 

ホ 2 億円を超え 3 億円以下 

の部分の金額については 

100 分の 6 

ヘ 3 億円を超え 5 億円以下 

の部分の金額については 

100 分の 5 

ト 5 億円を超える 

部分の金額については 

100 分の 4 

救助の実施が認

められる期間及

び災害救助費の

精算する事務を

行う期間以内 

災害救助費の精算事務を行う

のに要した経費も含む。 

 

※  この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事は、内閣総理大臣に協議し、その同

意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。 


